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は し が き

平成１９年１月から同年６月までの６ヶ月における運輸審議会の業務の概要を明らか

にするため、運輸審議会半年報をここに刊行する。

この半年報は、運輸審議会一般規則（昭和２７年運輸省令第８号）第７条の規定に基

づく業務報告書として作成したもので、同期間における運輸審議会の活動概要、事案処

理状況、答申書、当審議会の委員の構成等を集録している。

この半年報が運輸に関する諸問題の理解の参考になれば幸いである。



目 次

運輸審議会半年報

平成１９年１月～６月

Ⅰ 今期の活動概要 ･･････････････････････････････････････････････････ ２

Ⅱ 運輸審議会審議事案等の処理状況 ･････････････････････････････････ ３
１ 事案処理状況
２ その他の状況

Ⅲ 答申の概要 ･･････････････････････････････････････････････････････ ４

Ⅳ 答申書
１ 鉄 道

平１９第４００１号 株式会社舞浜リゾートラインからの
鉄道の旅客運賃の上限変更認可申請
について ･･････････････････････････････ ７

平１９第４００２号 関東鉄道株式会社からの鉄道の旅客
運賃の上限変更認可申請について ････････ １０

２ 旅客自動車
平１９第５００１号 北海道中央バス株式会社の一般乗合

旅客自動車運送事業の上限運賃変更
認可申請について ･･････････････････････ １７

３ 航 空
平１９第９００１号 株式会社ジェイエアからの混雑飛行

場運航許可申請について ････････････････ １９

平１９第９００２号 株式会社エアーニッポンネットワー
クからの混雑飛行場運航許可申請に ･･････ ２２
ついて

平１９第９００３号 ギャラクシーエアラインズ株式会社
からの混雑飛行場運航許可申請につ ･･････ ２５
いて

Ⅴ 運輸審議会意見聴取の概要 ････････････････････････････････････････ ２７

Ⅵ 軽微認定事案 ････････････････････････････････････････････････････ ２７

Ⅶ 部会 ･････････････････････････････････････････････････････････････ ２７

Ⅷ 説明聴取事案 ････････････････････････････････････････････････････ ２８

Ⅸ 委員の構成等 ･････････････････････････････････････････････････････ ２９

－ 1 －



Ⅰ 今期の活動概要

■ 概 況

今期は、運賃関係が、答申３件（鉄道２件、

旅客自動車１件）及び軽微認定１件（旅客自動

車１件）、許可等関係が、答申３件（航空３

件）及び軽微認定１件（港湾１件）であった。

１ 運賃関係事案

○ 鉄・軌道事業

２月13日に諮問された㈱舞浜リゾートライン

からの鉄道の旅客運賃の上限変更認可申請事案

について、３月１日審議の上、同月８日申請ど

おり認可することが適当である旨答申した。

２月22日に諮問された関東鉄道㈱からの鉄道

の旅客運賃の上限変更認可申請事案について、

３月13日、20日審議の上、同月29日申請どおり

認可することが適当である旨答申した。

○ 一般乗合旅客自動車運送事業

２月20日に諮問された北海道中央バス㈱の一

般乗合旅客自動車運送事業の上限運賃変更認可

申請事案について、同日付けで運輸審議会主宰

の申請者意見聴取会を開催することを決定し、

３月８日運輸審議会審議室において運輸審議会

主宰による申請者意見聴取を実施し、同月15日

審議の上、同月22日申請どおり認可することが

適当である旨答申した。

長電バス㈱の一般乗合旅客自動車運送事業の

上限運賃変更認可申請事案について、３月15日

に説明を聴取し、同月22日軽微な事案として認

定した。

２ 許可等関係事案

○ 定期航空運送事業

２月15日に諮問された㈱ジェイエアからの成

田国際空港、㈱エアーニッポンネットワークか

らの関西国際空港、ギャラクシーエアラインズ

㈱からの関西国際空港に係る混雑飛行場運航許

可申請事案について、３月６日審議の上、同月

13日許可することが適当である旨答申した。

○ 港湾

静岡県からの田子の浦港に係る港湾区域の変

更認可申請事案について、６月19日に説明を聴

取し、同月21日軽微な事案として認定した。

３ その他事案

○ 運輸安全関係事案

運輸安全マネジメント評価の実施状況につい

て、１月15日に運輸審議会本審議会にて大臣官

房運輸安全監理官から説明を聴取し、４月24日

に運輸審議会本審議会・運輸安全確保部会合同

会議 にて大臣官房運輸安全監理官から(写真１)

説明を聴取した。

（注：平成18年８月３日付け答申「安全管理規

程に係る報告徴収又は立入検査の実施に係る基

本的な方針の策定」事案のフォローアップ）

○ 現地調査

４月５日には、東京急行電鉄㈱田園都市線、

世田谷線について、４月17日には、日本航空安

全啓発センター について、５月15日に(写真２)

は、㈱舞浜リゾートラインについて、５月31日

には、成田国際空港について現地調査を行った。

○ 説明聴取事案

29件の案件について説明を聴取した。

写真１

運輸審議会本審議会・運輸安全確保部会合同会議の模様

写真２

日本航空安全啓発センター
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Ⅱ　運輸審議会審議事案等の処理状況 　（ 平成19年１月１日から ）平成19年６月30日まで

１　事案処理状況

区 分

鉄

道

自

動

車

航

空

運

輸

安

全

そ

の

他

計

答 申 事 案 件 数 2 1 3 0 0 6

公 聴 会 開 催 事 案 件 数 0 0 0 0 0 0

意 見 聴 取 開 催 事 案 件 数 0 1 0 0 0 1

部 会 審 議 事 案 件 数 0 0 0 0 0 0

軽 微 認 定 事 案 件 数 0 1 0 0 1 2

予め定められた軽微事案に関する認定基準に基づ
いて国土交通大臣が処分し、通知のあった件数

0 0 0 0 0 0

２　その他の状況

区 分

鉄

道

自

動

車

航

空

運

輸

安

全

そ

の

他

計

　過 去 の 答 申 に 対 し て フ ォ ロ ー ア ッ プ
　を 実 施 し た 件 数

0 0 0 2 0 2

説 明 聴 取 件 数 5 5 4 0 15 29

現 地 調 査 件 数 2 0 2 0 0 4



Ⅲ 答申の概要

今期は、鉄道関係２件（２事案 、旅客自動車関係１件（１事案）及び航空関係３件）

（３事案）の合計６件（６事案）について、国土交通大臣からの諮問に対して答申をした。

その概要は次のとおりである。

１ 株式会社舞浜リゾートラインからの鉄道の旅客運賃の上限変更認可申請事案

申請者である株式会社舞浜リゾートラインは、リゾートゲートウェイ・ステーション

～リゾートゲートウェイ・ステーション間（５．０キロメートル（環状運転・反時計回

り ）の鉄道を経営しているが、輸送人員が当初の見込みを下回り、営業収入が予測さ）

れた額を大きく下回ったこと等により財務状況が悪化していること、今後、利用者サー

ビス向上や安全・安定輸送のための設備投資も必要になってきていることから、平成１

３年７月２７日の開業時から実施している現行運賃を改定し、鉄道事業の経営の健全化

を図り、より安全で快適な輸送サービスを提供したいとして、鉄道の旅客運賃の上限の

変更（均一制運賃２００円を２５０円に改定する等）の認可申請に及んだものである。

国土交通大臣から平成１９年２月１３日に諮問を受け、当審議会は慎重に審議した結

果、同年３月８日に申請どおり認可することが適当である旨の答申をした。

２ 関東鉄道株式会社からの鉄道の旅客運賃の上限変更認可申請事案

申請者である関東鉄道株式会社は、常総線（取手～下館（５１．１キロメートル ））

と竜ヶ崎線（佐貫～竜ヶ崎（４．５キロメートル ）の鉄道を経営しているが、輸送需）

要が減少傾向にあったことに加え、平成１７年８月のつくばエクスプレスの開業により

旅客運輸収入がさらに顕著に減少し、収支の悪化が著しいことから、昭和６１年８月８

日から実施している現行運賃（消費税に係る運賃改定を除く ）を改定し、鉄道事業の。

健全な経営と安全な輸送を維持したいとして、鉄道の旅客運賃の上限の変更（初乗り運

賃１２０円を１４０円に改定する等）の認可申請に及んだものである。

国土交通大臣から平成１９年２月２２日に諮問を受け、当審議会は慎重に審議した結

果、同年３月２９日に申請どおり認可することが適当である旨の答申をした。
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３ 北海道中央バス株式会社の一般乗合旅客自動車運送事業の上限運賃変更認可申請事案

申請者である北海道中央バス株式会社は、小樽市、札幌市を主な営業エリアとしてい

るが、輸送需要の減少により、収支の均衡を保つことが困難になってきているため、平

成１０年１１月５日から実施している現行運賃を改定し、収支の改善を図ろうとして、

一般乗合旅客の上限運賃の変更（対キロ区間制運賃の基準賃率３０円２０銭を３３円６

０銭に改定する等）の認可申請に及んだものである。

国土交通大臣から平成１９年２月２０日に諮問を受け、当審議会は申請者意見聴取会

を開催し、慎重に審議した結果、同年３月２２日に申請どおり認可することが適当であ

る旨の答申をした。

４ 株式会社ジェイエアからの混雑飛行場（成田国際空港）運航許可申請事案

申請者である株式会社ジェイエアは、株式会社日本航空インターナショナルが東京

（成田国際空港）～大阪（大阪国際空港）との間で１日２往復運航しているうちの１往

復を同社に代わって運航しようとして本件申請に及んだものである。

国土交通大臣から平成１９年２月１５日に諮問を受け、当審議会は慎重に審議した結

果、申請者の運航計画に定める発着が成田国際空港の発着調整基準に合致するものと認

められる等、運航計画が航空機の運航の安全上適切なものであると認められること、ま

た、申請者が当該路線を１日１往復運航することにより、日本航空グループとしてこれ

までどおり１日２往復の運航が継続され、利用者利便に適合する輸送サービスの提供が

維持されることで、多頻度運航と競争状態が維持され、国際線との乗り継ぎ利便を含む

利用者利便の維持に資するものであること等、当該混雑飛行場を適切かつ合理的に使用

するものであると認められることから、同年３月１３日に成田国際空港を使用して運航

を行うことについては許可することが適当である旨の答申をした。

５ 株式会社エアーニッポンネットワークからの混雑飛行場（関西国際空港）運航許可申

請事案

申請者である株式会社エアーニッポンネットワークは、全日本空輸株式会社が関西

（関西国際空港）～高知（高知空港）との間で行っている１日１往復の運航を引き継ぎ、
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１日２往復の運航をしようとして本件申請に及んだものである。

国土交通大臣から平成１９年２月１５日に諮問を受け、当審議会は慎重に審議した結

果、申請者の運航計画に定める発着が関西国際空港の発着調整基準に合致するものと認

められる等、運航計画が航空機の運航の安全上適切なものであると認められること、ま

た、申請者が当該路線の増便を図り１日２往復運航することにより、利用者に新たな選

択肢を提供するものであり、利用者利便に適合するものであること等、当該混雑飛行場

を適切かつ合理的に使用するものであると認められることから、同年３月１３日に関西

国際空港を使用して運航を行うことについては許可することが適当である旨の答申をし

た。

６ ギャラクシーエアラインズ株式会社からの混雑飛行場（関西国際空港）運航許可申請

事案

申請者であるギャラクシーエアラインズ株式会社は、関西（関西国際空港）～札幌

（新千歳空港）との間で貨物の運送を目的として、深夜時間帯を利用して１週間６往復

の運航をしようとして本件申請に及んだものである。

国土交通大臣から平成１９年２月１５日に諮問を受け、当審議会は慎重に審議した結

果、申請者の運航計画に定める発着が関西国際空港の発着調整基準に合致するものと認

められる等、運航計画が航空機の運航の安全上適切なものであると認められること、ま

た、当該路線の運航は、深夜時間帯を利用するものであり、より一層の多頻度運航と競

争の促進を図り、利用者利便の向上に資するものであること等、当該混雑飛行場を適切

かつ合理的に使用するものであると認められることから、同年３月１３日に関西国際空

港を使用して運航を行うことについては許可することが適当である旨の答申をした。



Ⅳ 答申書

１ 鉄 道

○国土交通省告示第352号（３月19日）

国 運 審 第 １ ３ 号

平 成 １ ９ 年 ３ 月 ８ 日

国土交通大臣 冬 柴 鐵 三 殿

運輸審議会会長 榊 誠

答 申 書

株式会社舞浜リゾートラインからの鉄道の

旅客運賃の上限変更認可申請について

平１９第４００１号

平成１９年２月１３日付け国鉄業第６２号をもって諮問された上記の事案につい

ては、審議した結果、次のとおり答申する。
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主 文

株式会社舞浜リゾートラインの申請に係る鉄道の旅客運賃の変更については、次

の額を上限として認可することが適当である。

１．普通旅客運賃 ２５０円（均一制）

２．定期旅客運賃（１か月）

（１）通勤定期 ７，５００円（均一制）

（２）通学定期 ４，５００円（均一制）

理 由

申請者は、リゾートゲートウェイ・ステーション～リゾートゲートウェイ・ス

テーション間（平成１３年７月２７日から５．０キロメートル（環状運転・反時

計回り）について運輸営業を開始）の鉄道を経営しており、旅客運賃は、開業時

に設定されたまま今日に至っている。

しかし、鉄道利用者が当初の見込みを下回り、営業収入が予測された額を大き

く下回ったことに加え、鉄道施設建設の巨額の初期投資額とそれによる固定資産

の減価償却費や支払利息等の資本費が大きいため、すでに債務超過状況になって

おり、平成１８年度決算においても引き続き財務状況が悪化する見通しとなって

いる。さらに、今後、利用者サービス向上や安全・安定輸送のための設備投資も

必要となってきている。

こうした状況を踏まえ、旅客運賃を改定することにより、鉄道事業の経営の健

全化を図り、より安全で快適な輸送サービスを提供したいとして、この申請に及

んだものである。

当審議会に提出された資料、所管局から聴取した説明等に基づいて検討した結

果、平年度である平成１９年度から平成２１年度までの３年間の運賃算定の基礎

となるべき適正な総括原価（能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤

を加えたもの）及びこれに基づく収支状況の見通しは、次のとおりである。

適正な総括原価は、 百万円と推定され、現行運賃を維持した場合の総収12,867

入は、合計 百万円と推定されるので、差引き 百万円の不足を生ずる10,550 2,317

－ －8
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ものと見込まれる。

12,851これに対して 旅客運賃を主文のとおり改定すれば 適正な総括原価は、 、 、

百万円と推定され、総収入は、 百万円と推定されるので、運賃改定後にお12,841

いて、差引き 百万円の不足を生ずるものと見込まれる。10

以上のように、総収入が適正な総括原価を超えるものではないので、この申請

は、鉄道事業法第１６条第２項に掲げる基準に適合するものと認める。
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○国土交通省告示第458号（４月９日）

国 運 審 第 １ ７ 号

平成１９年３月２９日

国土交通大臣 冬 柴 鐵 三 殿

運輸審議会会長 榊 誠

答 申 書

関東鉄道株式会社からの鉄道の旅客運賃の

上限変更認可申請について

平１９第４００２号

平成１９年２月２２日付け国鉄業第６３号をもって諮問された上記の事案につい

ては、審議した結果、次のとおり答申する。
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主 文

関東鉄道株式会社の申請に係る鉄道の旅客運賃の変更については、次の額を上限

として認可することが適当である。

１ 普通旅客運賃

２キロメートルまで １４０円

２キロメートルを超え３キロメートルまで １５０円

３キロメートルを超え４キロメートルまで １７０円

４キロメートルを超え５キロメートルまで ２１０円

５キロメートルを超え６キロメートルまで ２４０円

６キロメートルを超え７キロメートルまで ２９０円

７キロメートルを超え８キロメートルまで ３４０円

８キロメートルを超え９キロメートルまで ３７０円

９キロメートルを超え１０キロメートルまで ４００円

１０キロメートルを超え１１キロメートルまで ４３０円

１１キロメートルを超え１２キロメートルまで ４７０円

１２キロメートルを超え１３キロメートルまで ５２０円

１３キロメートルを超え１４キロメートルまで ５３０円

１４キロメートルを超え１６キロメートルまで ６００円

１６キロメートルを超え２０キロメートルまでの部分

２キロメートルまでを増すごとに６０円加算

２０キロメートルを超え２２キロメートルまで ７９０円

２２キロメートルを超え２４キロメートルまで ８５０円

２４キロメートルを超え２６キロメートルまで ９２０円

２６キロメートルを超え２８キロメートルまで ９６０円

２８キロメートルを超え３４キロメートルまでの部分

２キロメートルまでを増すごとに４０円加算

３４キロメートルを超え３６キロメートルまで １，１３０円

３６キロメートルを超え４０キロメートルまでの部分

２キロメートルまでを増すごとに４０円加算

４０キロメートルを超え４１キロメートルまで １，２２０円

４１キロメートルを超え４２キロメートルまで １，２４０円
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４２キロメートルを超え４３キロメートルまで １，２７０円

４３キロメートルを超え４７キロメートルまでの部分

１キロメートルまでを増すごとに２０円加算

４７キロメートルを超え４８キロメートルまで １，３８０円

４８キロメートルを超え５２キロメートルまでの部分

１キロメートルまでを増すごとに２０円加算

２ 定期旅客運賃（１か月）

（１）通勤定期

３キロメートルまで ６，１１０円

３キロメートルを超え４キロメートルまで ７，０２０円

４キロメートルを超え５キロメートルまで ８，４３０円

５キロメートルを超え６キロメートルまで ９，８７０円

６キロメートルを超え７キロメートルまで １１，７８０円

７キロメートルを超え８キロメートルまで １３，５９０円

８キロメートルを超え９キロメートルまで １５，０３０円

９キロメートルを超え１０キロメートルまで １６，４８０円

１０キロメートルを超え１１キロメートルまで １７，６１０円

１１キロメートルを超え１２キロメートルまで １８，７３０円

１２キロメートルを超え１３キロメートルまで １９，８３０円

１３キロメートルを超え１４キロメートルまで ２１，４１０円

１４キロメートルを超え１５キロメートルまで ２２，４７０円

１５キロメートルを超え１６キロメートルまで ２３，６８０円

１６キロメートルを超え１７キロメートルまで ２４，７６０円

１７キロメートルを超え１８キロメートルまで ２５，９４０円

１８キロメートルを超え１９キロメートルまで ２７，０４０円

１９キロメートルを超え２０キロメートルまで ２８，２４０円

２０キロメートルを超え２１キロメートルまで ２９，７００円

２１キロメートルを超え２２キロメートルまで ３０，９００円

２２キロメートルを超え２３キロメートルまで ３２，０００円

２３キロメートルを超え２４キロメートルまで ３３，１９０円

２４キロメートルを超え２５キロメートルまで ３４，２７０円
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２５キロメートルを超え２６キロメートルまで ３４，６３０円

２６キロメートルを超え２７キロメートルまで ３４，９３０円

２７キロメートルを超え２８キロメートルまで ３５，４６０円

２８キロメートルを超え２９キロメートルまで ３５，７７０円

２９キロメートルを超え３０キロメートルまで ３６，１３０円

３０キロメートルを超え３１キロメートルまで ３６，４３０円

３１キロメートルを超え３２キロメートルまで ３６，７８０円

３２キロメートルを超え３３キロメートルまで ３７，１００円

３３キロメートルを超え３４キロメートルまで ３７，４２０円

３４キロメートルを超え３５キロメートルまで ３７，７４０円

３５キロメートルを超え３６キロメートルまで ３８，０９０円

３６キロメートルを超え３７キロメートルまで ３８，３９０円

３７キロメートルを超え３８キロメートルまで ３８，９２０円

３８キロメートルを超え３９キロメートルまで ３９，２４０円

３９キロメートルを超え４０キロメートルまで ３９，６００円

４０キロメートルを超え４１キロメートルまで ３９，９３０円

４１キロメートルを超え４２キロメートルまで ４０，２７０円

４２キロメートルを超え４３キロメートルまで ４０，５８０円

４３キロメートルを超え４４キロメートルまで ４０，９２０円

４４キロメートルを超え４５キロメートルまで ４１，２６０円

４５キロメートルを超え４６キロメートルまで ４１，５８０円

４６キロメートルを超え４７キロメートルまで ４１，９３０円

４７キロメートルを超え４８キロメートルまで ４２，４２０円

４８キロメートルを超え４９キロメートルまで ４２，７６０円

４９キロメートルを超え５０キロメートルまで ４３，０９０円

５０キロメートルを超え５１キロメートルまで ４３，４２０円

５１キロメートルを超え５２キロメートルまで ４３，７６０円

（２）通学定期

２キロメートルまで ４，８５０円

２キロメートルを超え３キロメートルまで ４，９４０円

３キロメートルを超え４キロメートルまで ５，７３０円
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４キロメートルを超え５キロメートルまで ６，８７０円

５キロメートルを超え６キロメートルまで ７，９４０円

６キロメートルを超え７キロメートルまで ９，３００円

７キロメートルを超え８キロメートルまで １１，０２０円

８キロメートルを超え９キロメートルまで １２，０６０円

９キロメートルを超え１０キロメートルまで １３，１１０円

１０キロメートルを超え１１キロメートルまで １４，１５０円

１１キロメートルを超え１２キロメートルまで １５，０２０円

１２キロメートルを超え１３キロメートルまで １５，７７０円

１３キロメートルを超え１４キロメートルまで １６，９１０円

１４キロメートルを超え１５キロメートルまで １７，６６０円

１５キロメートルを超え１６キロメートルまで １８，５３０円

１６キロメートルを超え１７キロメートルまで １９，２８０円

１７キロメートルを超え１８キロメートルまで ２０，１４０円

１８キロメートルを超え１９キロメートルまで ２０，９２０円

１９キロメートルを超え２０キロメートルまで ２１，７７０円

２０キロメートルを超え２１キロメートルまで ２２，８１０円

２１キロメートルを超え２２キロメートルまで ２３，６６０円

２２キロメートルを超え２３キロメートルまで ２４，４５０円

２３キロメートルを超え２４キロメートルまで ２５，２９０円

２４キロメートルを超え２５キロメートルまで ２６，０６０円

２５キロメートルを超え２６キロメートルまで ２６，２００円

２６キロメートルを超え２７キロメートルまで ２６，３１０円

２７キロメートルを超え２８キロメートルまで ２６，５２０円

２８キロメートルを超え２９キロメートルまで ２６，６２０円

２９キロメートルを超え３０キロメートルまで ２６，７７０円

３０キロメートルを超え３１キロメートルまで ２６，８８０円

３１キロメートルを超え３２キロメートルまで ２７，０１０円

３２キロメートルを超え３３キロメートルまで ２７，１２０円

３３キロメートルを超え３４キロメートルまで ２７，２５０円

３４キロメートルを超え３５キロメートルまで ２７，３７０円

３５キロメートルを超え３６キロメートルまで ２７，５１０円



－ －15

３６キロメートルを超え３７キロメートルまで ２７，６１０円

３７キロメートルを超え３８キロメートルまで ２７，８４０円

３８キロメートルを超え３９キロメートルまで ２７，９５０円

３９キロメートルを超え４０キロメートルまで ２８，０９０円

４０キロメートルを超え４１キロメートルまで ２８，２２０円

４１キロメートルを超え４２キロメートルまで ２８，３６０円

４２キロメートルを超え４３キロメートルまで ２８，４８０円

４３キロメートルを超え４４キロメートルまで ２８，６００円

４４キロメートルを超え４５キロメートルまで ２８，７２０円

４５キロメートルを超え４６キロメートルまで ２８，８６０円

４６キロメートルを超え４７キロメートルまで ２８，９８０円

４７キロメートルを超え４８キロメートルまで ２９，１８０円

４８キロメートルを超え４９キロメートルまで ２９，３１０円

４９キロメートルを超え５０キロメートルまで ２９，４５０円

５０キロメートルを超え５１キロメートルまで ２９，５７０円

５１キロメートルを超え５２キロメートルまで ２９，７１０円

理 由

申請者は、昭和６１年８月８日から、消費税に係る運賃改定を除き２０年余にわ

たり、現行運賃を実施しているものである。近年、旅客輸送需要が減少傾向にあっ

たことに加え、平成１７年８月にはつくばエクスプレスが開業し、旅客運輸収入が

さらに顕著に減少するに至り、新造車両の導入や快速列車の運行、企画乗車券の発

売等の利便性の向上策及び増収策を実施するほか、人件費の削減を始めとする経営

の合理化を進めているものの、収支の悪化が著しいため、旅客運賃を改定して鉄道

、 。事業の健全な経営と安全な輸送を維持したいとして この申請に及んだものである

、 、当審議会に提出された資料 所管局から聴取した説明等に基づいて検討した結果

平年度である平成１９年度から平成２１年度までの３年間の運賃算定の基礎となる

べき適正な総括原価（能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えた

もの）及びこれに基づく収支状況の見通しは、次のとおりである。

適正な総括原価は、 百万円と推定され、現行運賃を維持した場合の総収入7,496
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は、合計 百万円と推定されるので、差引き 百万円の不足を生ずるものと6,925 571

見込まれる。

7,484これに対して、旅客運賃を主文のとおり改定すれば、適正な総括原価は、

百万円と推定され、総収入は、 百万円と推定されるので、運賃改定後におい7,448

て、差引き 百万円の不足を生ずるものと見込まれる。36

、 、 、以上のように 総収入が適正な総括原価を超えるものではないので この申請は

鉄道事業法第１６条第２項に掲げる基準に適合するものと認める。
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２ 旅客自動車

○国土交通省告示第457号（４月３日）

国 運 審 第 １ ５ 号

平成１９年３月２２日

国土交通大臣 冬 柴 鐵 三 殿

運輸審議会会長 榊 誠

答 申 書

北海道中央バス株式会社の一般乗合旅客自動車運送事業の

上限運賃変更認可申請について

平１９第５００１号

平成１９年２月２０日付け国自旅第２６９号をもって諮問された上記の事案につ

いては、平成１９年３月８日東京都において申請者の意見聴取を行ったほか、諮問

された上記の事案について審議した結果、次のとおり答申する。

主 文

北海道中央バス株式会社の申請に係る一般乗合旅客自動車運送事業の運賃の変更
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については、次の額を上限として認可することが適当である。

（１）小樽市内の特定地帯における路線

２１０円均一制運賃とする。

（２）その他の路線

キロ当たり賃率３３円６０銭に基づく対キロ区間制運賃とする。ただし、

最初の２キロメートルまでの間についてはその２倍、１０キロメートルを超

え２０キロメートルまでの間についてはその０．９倍、２０キロメートルを

超え３０キロメートルまでの間についてはその０．８倍、３０キロメートル

を超える部分についてはその０．７倍の賃率を適用するものとし、また、初

乗運賃は、１８０円とする。

理 由

１．申請者は、平成１０年１１月５日から現行運賃を実施しているものであるが、

その後、輸送需要の減少により、収支の均衡を保つことが困難になってきている

ため、運賃を改定することにより収支の改善を図ろうとして、本申請に及んだも

のである。

２．当審議会に提出された資料、申請者から聴取した意見その他によって検討を行

った結果、新運賃算定の基礎となるべき地域別標準原価方式による適正な運送原

価に基づく平年度である平成１９年度の収支状況は、次のとおりである。

現行運賃による総収入（補助金を含む ）は１０ ３３１百万円、適正利潤を加。 ,

えた運送原価は１１ １６２百万円と推定され、差引き８３１百万円の損失を生,

ずるものと認められる これに対し 運賃を主文のとおり改定すれば 総収入 補。 、 、 （

助金を含む ）は１０ ９９２百万円となり、差引き１７０百万円の損失を生ずる。 ,

ものと見込まれる。

３．以上により、本申請は、道路運送法第９条第２項の基準に適合するものと認め

る。
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３ 航 空

○国土交通省告示第362号（３月26日）

国 運 審 第 １ ４ 号

平成１９年３月１３日

国土交通大臣 冬 柴 鐵 三 殿

運輸審議会会長 榊 誠

答 申 書

株式会社ジェイエアからの混雑飛行場運航許可申請について

平１９第９００１号

平成１９年２月１５日付け国空事第５６４号をもって諮問された上記の事案につ

いては、審議した結果、次のとおり答申する。
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主 文

株式会社ジェイエアの申請に係る混雑飛行場（成田国際空港）を使用して運航を

行うことについては、許可することが適当である。

理 由

１．申請者は、東京（成田国際空港）～大阪（大阪国際空港）間において国内定期

航空運送事業を経営するため、本件申請に及んだものである。

申請者の運航計画によれば、当該路線において平成１９年４月１日からボンバ

ルディア式ＣＬ－６００－２Ｂ１９型機を使用し、１日１往復の運航を行おうと

するものである。

２．当審議会に提出された資料、所管局から聴取した説明等に基づいて検討した結

果は、次のとおりである。

（１）成田国際空港においては、発着規制として、１日の発着回数をＡ滑走路３７

０回、Ｂ’滑走路１７６回（うち国内定期便３０回 、３０分間の発着回数を）

Ａ滑走路１３～１６回、Ｂ’滑走路７回とするとともに、国内定期便等の１日

の時間帯ごとの発着回数を定めるなどの発着調整基準が設けられている。

申請者の運航計画に定める成田国際空港での発着は、他の本邦航空運送事業

者を含む同空港の時間帯ごとの使用状況等から判断すれば、この発着調整基準

に合致するものと認められる。

また、申請者の運航計画は、成田国際空港における航空機整備等の所要時間

及び大阪国際空港の航空保安業務提供時間からも妥当なものであり、前記発着

調整基準に反するおそれはないものと認められる。

以上により、申請者の運航計画は、航空機の運航の安全上適切なものと認め

られる。

（２）当該路線では、現在、株式会社日本航空インターナショナルが１日２往復、

全日本空輸株式会社及びアイベックスエアラインズ株式会社がそれぞれ１日１

。 、 、往復の運航を行っている このうち 株式会社日本航空インターナショナルは

大阪国際空港におけるジェット枠縮減に対応するため１往復減便する計画であ

り、申請者は当該１往復を同社に代わって運航しようとするものである。申請

者の運航計画により、日本航空グループとして１日２往復の運航が継続され、
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利用者の利便に適合する輸送サービスの提供が引き続き維持されるものであ

る。

当該路線の運航は、同路線における他の本邦航空運送事業者の運航とあいま

って多頻度運航と競争状態が維持され、これにより国際航空の拠点である成田

国際空港の国際線との乗り継ぎ利便を含む利用者利便の維持に資するものであ

ること等を勘案すると、本件申請は、成田国際空港を適切かつ合理的に使用す

るものであると認められる。

３．以上に掲げる理由により、本件申請は航空法第１０７条の３第３項各号に掲げ

る基準に適合するものと認める。



－ －22

国 運 審 第 １ ４ 号 の ２

平成１９年３月１３日

国土交通大臣 冬 柴 鐵 三 殿

運輸審議会会長 榊 誠

答 申 書

株式会社エアーニッポンネットワークからの

混雑飛行場運航許可申請について

平１９第９００２号

平成１９年２月１５日付け国空事第５６４号をもって諮問された上記の事案につ

いては、審議した結果、次のとおり答申する。
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主 文

株式会社エアーニッポンネットワークの申請に係る混雑飛行場（関西国際空港）

を使用して運航を行うことについては、許可することが適当である。

理 由

１．申請者は、関西（関西国際空港）～高知（高知空港）間において国内定期航空

運送事業を経営するため、本件申請に及んだものである。

申請者の運航計画によれば、当該路線において平成１９年４月１日からボンバ

ルディア式ＤＨＣ８－４００型機を使用し、１日２往復の運航を行おうとするも

のである。

２．当審議会に提出された資料、所管局から聴取した説明等に基づいて検討した結

果は、次のとおりである。

（１）関西国際空港においては、発着規制として、１時間の発着回数について３０

回と定めるなどの発着調整基準が設けられている。

申請者の運航計画に定める関西国際空港での発着は、他の本邦航空運送事業

者を含む同空港の時間帯ごとの使用状況等から判断すれば、この発着調整基準

に合致するものと認められる。

また、申請者の運航計画は、関西国際空港における航空機整備等の所要時間

及び高知空港の航空保安業務提供時間からも妥当なものであり、前記発着調整

基準に反するおそれはないものと認められる。

以上により、申請者の運航計画は、航空機の運航の安全上適切なものと認め

られる。

（２）当該路線の運航は、現在、全日本空輸株式会社がジェット機により１日１往

復の運航を行っているが、申請者の運航計画により、全日本空輸株式会社が運

航している当該路線の運航を引き継ぎ、プロペラ機による１日２往復の運航を

行おうとするものである。

申請者が参入することにより、当該路線の運航は同路線の増便を図り、利用

者に新たな選択肢を提供するものであり、利用者利便に適合するものであるこ

と等を勘案すると、本件申請は、関西国際空港を適切かつ合理的に使用するも

のであると認められる。
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３．以上に掲げる理由により、本件申請は航空法第１０７条の３第３項各号に掲げ

る基準に適合するものと認める。
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国 運 審 第 １ ４ 号 の ３

平成１９年３月１３日

国土交通大臣 冬 柴 鐵 三 殿

運輸審議会会長 榊 誠

答 申 書

ギャラクシーエアラインズ株式会社からの

混雑飛行場運航許可申請について

平１９第９００３号

平成１９年２月１５日付け国空事第５６４号をもって諮問された上記の事案につ

いては、審議した結果、次のとおり答申する。
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主 文

ギャラクシーエアラインズ株式会社の申請に係る混雑飛行場（関西国際空港）を

使用して運航を行うことについては、許可することが適当である。

理 由

１．申請者は、関西（関西国際空港）～札幌（新千歳空港）間において国内定期航

空運送事業を経営するため、本件申請に及んだものである。

申請者の運航計画によれば、当該路線において平成１９年４月３日から貨物専

用機であるエアバス・インダストリー式Ａ３００Ｂ４－６２２Ｒ型機を使用し、

１週間６往復の運航を行おうとするものである。

２．当審議会に提出された資料、所管局から聴取した説明等に基づいて検討した結

果は、次のとおりである。

（１）関西国際空港においては、発着規制として、１時間の発着回数について３０

回と定めるなどの発着調整基準が設けられている。

申請者の運航計画に定める関西国際空港での発着は、他の本邦航空運送事業

者を含む同空港の時間帯ごとの使用状況等から判断すれば、この発着調整基準

に合致するものと認められる。

また、申請者の運航計画は、関西国際空港における航空機整備等の所要時間

及び新千歳空港の航空保安業務提供時間からも妥当なものであり、前記発着調

整基準に反するおそれはないものと認められる。

以上により、申請者の運航計画は、航空機の運航の安全上適切なものと認め

られる。

（２）当該路線の運航は、これまで便の設定のない深夜時間帯を利用するものであ

り、他の本邦航空運送事業者による運航とあいまって、より一層の多頻度運航

と競争の促進を図り、利用者利便の向上に資するものであること等を勘案する

と、本件申請は、関西国際空港を適切かつ合理的に使用するものであると認め

られる。

３．以上に掲げる理由により、本件申請は航空法第１０７条の３第３項各号に掲げ

る基準に適合するものと認める。



Ⅴ 運輸審議会意見聴取の概要

北海道中央バス株式会社の一般乗合旅客自動車運送事業の上限運賃変更認可

開催月日 開催場所 主 宰 出 席 者 氏 名 及 び 職 名 備 考

３月８日 運輸審議会 運輸審議会 平尾 一彌 北海道中央バス株式会社 申 請 者

審議室 代表取締役社長 他

Ⅵ 軽微認定事案

一般乗合旅客自動車運送事業の上限運賃変更の認可

認定月日 申 請 者 事 案 の 内 容

３月22日 長電バス株式会社 現行の基準賃率４１円５０銭に基づく対

キロ区間制運賃（初乗運賃１５０円）を、

基準賃率４４円８０銭に基づく対キロ区間

制運賃（初乗運賃１６０円）に変更する。

港湾区域の変更の認可

認定月日 申 請 者 事 案 の 内 容

６月21日 静岡県 田子の浦港

Ⅶ 部会

○運輸安全確保部会

審議月日 事 案 の 内 容 開催場所

４月24日 運輸安全マネジメント評価実施状況報告について 国土交通省 ３号館８階

国際会議室

（備考）１．平成１８年８月３日付け答申「安全管理規程に係る報告徴収又は立入検査の実施に係る

基本的な方針の策定」事案のフォローアップ

２．運輸審議会本審議会・運輸安全確保部会合同会議として開催

－ 27 －



月 日 事 案 名 説 明 部 局 等

1 月 9 日 国土交通月例経済（平成１８年１１月・1２月）について 総 合 政 策 局

1月11日 運輸部門における地球温暖化対策について 総 合 政 策 局

1月16日 タクシーの現状と取り組みについて 自 動 車 交 通 局

1月18日 平成１９年度国土交通省税制改正要望主要項目結果概要について
大 臣 官 房 参 事 官
総 合 政 策 局

1月23日 トラック事業の現状と対応について 自 動 車 交 通 局

1月30日 地域の公共交通の活性化及び再生に関する法律案（仮称）について 総 合 政 策 局

2 月 1 日 観光立国推進施策の現状と観光立国推進基本法の成立について 総 合 政 策 局

2 月 6 日 国際物流競争力パートナーシップ会議について 政 策 統 括 官 付

2 月 8 日 整備新幹線の状況について 鉄 道 局

2月27日 国土交通月例経済（平成１９年１月・２月）について 総 合 政 策 局

3月22日 高知空港におけるＡＮＡ１６０３便の航空事故について 航 空 局

3月27日 船員教育のあり方に関する検討会について 海 事 局

4 月 3 日 平成１９年度航空局関係予算概要について 航 空 局

4月10日 平成１９年度港湾局関係予算概要について 港 湾 局

4月12日 平成１９年度自動車交通局関係予算概要について 自 動 車 交 通 局

4月19日 自動車交通情報化推進について 自 動 車 交 通 局

Ⅷ　説明聴取事案

4月 26日 平成１９年度海事局関係予算概要について 海 事 局

5 月 8 日 国土交通月例経済（平成１９年３月・４月）について 総 合 政 策 局

5月10日 気象業務と運輸の安全について 気 象 庁

5月17日 交通バリアフリーに係る現況について 総 合 政 策 局

5月22日 阪急・阪神の経営統合について 鉄 道 局
阪急電鉄㈱、阪神電気鉄道㈱

5月 24日 平成１９年度鉄道局関係予算概要について 鉄 道 局

5月29日 航空管制業務について 航 空 局

6 月 5 日 交通政策審議会鉄道部会の審議状況について 鉄 道 局

6 月 7 日 平成１８年度国土交通白書について 総 合 政 策 局

6月12日 ＩＣカード「ＰＡＳＭＯ（パスモ）」について 鉄 道 局
Ｐ Ａ Ｓ Ｍ Ｏ 協 議 会 、 ㈱ パ ス モ

6月 14日 航空従事者の現状について 航 空 局

6月26日 自動車検査について 自 動 車 交 通 局

6月28日 国土交通月例経済（平成１９年５月・６月）について 総 合 政 策 局
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Ⅸ 委員の構成等

○委員

平成１９年６月３０日現在の運輸審議会委員は、次のとおりである。

区 分 氏 名

運 輸 審 議 会 会 長 榊 誠

会 長 の 職 務 を 代 理 す る 常 勤 の 委 員 竹 田 正 興

運 輸 審 議 会 委 員 長 尾 正 和

運 輸 審 議 会 委 員（非 常 勤） 廻 洋 子

運 輸 審 議 会 委 員（非 常 勤） 保 田 眞紀子

運 輸 審 議 会 委 員 大 屋 則 之

○運輸安全確保部会に属する委員及び専門委員

平成１９年６月３０日現在の運輸安全確保部会に属する委員及び専門委員は、次の

とおりである。

区 分 氏 名

運 輸 安 全 確 保 部 会 部 会 長 竹 田 正 興

部 会 長 の 職 務 を 代 理 す る 委 員 長 尾 正 和

委 員 大 屋 則 之

専 門 委 員 河 内 啓 二

専 門 委 員 酒 井 一 博

専 門 委 員 髙 巖

専 門 委 員 中 條 武 志

専 門 委 員 芳 賀 繁

専 門 委 員 村 山 義 夫

（備考）再任（４／１付 ：河内啓二専門委員）

４月１０日付けで、運輸安全確保部会に属する委員として大屋則之委員が

指名され、また、榊誠委員の指名が解除された。

４月１３日付けで、竹田正興委員が部会長に選任され、部会長の指名によ

り長尾正和委員が部会長代理に選任された。

○審理官

平成１９年６月３０現在の審理官は、次のとおりである。

官 職 及 び 職 務 氏 名

首 席 審 理 官（統括） 伊 藤 松 博

審 理 官（航空、自動車） 河 野 正 文

審 理 官（鉄道・軌道、運輸安全） 斉 藤 夏 起

審 理 官（海運、港湾、港湾運送） 林 田 拓 人

（備考）辞職（６／30付 ：斉藤夏起審理官）
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